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研究ノート

景観法による建築物の色彩規制について概観する

清水 丞自

１．はじめに るマンセル表色系である。アメリカ人、アルバー

景観法が平成１６年１２月１７日に施行されて約９ ト・マンセルによって考案され、それが元になっ

年が経つ※１。国交省の調査によれば、昨年(平成 ている「色を表す体系」をこのように呼称する。

２５年)９月３０日時点で、景観行政団体は５９８団体、 色を、「色相」、「明度」、「彩度」の３要素によっ

景観計画策定団体は２０都道府県、３７９市区町村 て区分し、色の相違を認識しようとする体系であ

の３９９団体に上っている。この各団体が、自らの る。

地域の文化や風土に応じて、良好な景観を生み出 ①［色相］色を、Ｒ（赤）、Ｙ（黄）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）、

し、維持していくために、法第８条に基づく景観 Ｐ（紫）の５色に区分し、次に、それぞれの間の

計画を策定し、法第１６条第１項に基づく届出や 色、ＹＲ（黄赤）、ＧＹ（黄緑）、ＢＧ（青緑）、ＰＢ（紫

同条第３項の勧告、時に法第１７条の変更命令の 青）、ＲＰ（赤紫）を設け、基本を１０色とする。

規定を活用しているものと考えられる。本稿では、 その１０色について、さらに１０区分し、最も基

建築物に関する現在の色彩規制の状況について、 本となる基本色のナンバーを５とする。例えば

概観する。 Ｒ（赤）なら、基本色の赤を５とし、１～４、６

～１０の色に分けられ、赤は、ＲＰ（赤紫）とＹＲ（黄

２.マンセル表色系 赤）の間に挟まれているので、ＲＰ（赤紫）に近い

景観を構成する要素は、多岐にわたるが、多く 方から１Ｒ、２Ｒ、３Ｒ、…、８Ｒ、９Ｒ、１０Ｒと、

の者にとって、「色」が重要な要素となることに ＹＲ（黄赤）に近い色で終わる。１０区分×１０色で

異存はないであろう。また「色」については、好 １００色に区分され、色を、１つの円周、円環で

悪はもとより、「派手か、地味か」「周辺と調和 考えると、→１０ＲＰ→１Ｒ→２Ｒ→…→９Ｒ→１０Ｒ

しているか、否か」などについての感覚も、相当 →１ＹＲ→と続いていくことになる。※２

の個人差があるものと推測される。であるとすれ ②［明度］この１００色、それぞれの色について、

ば、「色」について、何らか客観的な基準、物差 「明度」の区分がある。明度は０～１０までの１

しを用意して、規制の内容が明確に万人に共通に １区分で、０に近い方が、言わば黒っぽい色、

理解される、あるいは紛争において第三者が公平 １０に近い方が、言わば白っぽい色となる。観

に当てはめて、基準に適合しているか否かを判定 念的な黒を０、観念的な白を１０とし、明度は

できるように措置しておくことが、紛争の防止及 １～９.５などの値で表示される。

び現実に紛争が生じた場合の迅速かつ社会的低コ ③［彩度］文字どおり、色のあざやかさで、言わ

ストでの解決上、適切であろう。 ばくすんでいる方が１で、１、２、３と、鮮明に

その「色」についての物差しの一つが、いわゆ なるほど番号が増えていき、最大は１４である。
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ただし、基本１０色の全てについて、１４のレベ ３．景観計画におけるマンセル表色系での建

ルまで彩度があるわけではない。彩度０は、無 築物の外壁等の色彩基準

彩色と表され、明度が１なら、言わば真っ黒。 各景観行政団体によって、景観計画区域での届

明度の区分を表す値が増えていくにつれ、何の 出を必要とする行為も様々であるが、建築物の外

色も付いていない(･･みがかった、ということ 観の色彩が、景観に与える影響は、都市であれ田

のない無彩色の）黒に近い灰色から白に近い灰 園であれ、極めて大きいと感じられることから、

色になり、最後は、言わば純白となる。 建築物を新築する場合に対して、どのようなマン

以上のとおり、色を３要素から区分して、それ セル表色系の基準が設けられているか、概観す

ぞれに符号を付けて、色の違いを認識しようとす る。※６

る体系である。例えば色相４Ｒ、明度６、彩度３ 表１※７は、景観計画区域で届出対象となる建築

であれば、４Ｒ６／３※３と表記する。それを、そも 物※８の屋根又は外壁について、新築時の色彩上の

そもどのような色として決めておくか、「 ＪＩＳ Ｚ 基準(勧告、変更命令等の措置の発出基準とし、

８７２１で決められている色にする」と、景観計画 以下「景観形成基準(建物・色彩）」という。）がマ

でＪＩＳに準拠している例がほとんどである。※４ ンセル表色系で規定されている景観計画を策定し

１００通りの色×１０区分の明度×８～１４区分の彩 ている景観行政団体を表したものである。

度で、相当に詳細な色区分ができることになる。※５

表１ 景観形成基準(建物・色彩）がある景観計画を有する団体

政令市 中核市 都道県及びその他の景観行政団体

北海道 札幌市 函館市、旭川市 小樽市、当別町、長沼町、上富良野町、黒松内町

青森 八戸市

岩手 盛岡市 岩手県、北上市

宮城 仙台市

秋田 秋田市 横手市

山形 山形県、米沢市、鶴岡市

福島 福島県、白河市

茨城 水戸市、土浦市、石岡市、牛久市、つくば市、守谷市

栃木 宇都宮市 小山市、足利市

群馬 伊勢崎市、太田市、富岡市、下仁田町、甘楽町、中之条町、板倉町、川場村

埼玉 さいたま市 埼玉県、熊谷市、川口市、秩父市、所沢市、草加市、戸田市、志木市、和光
市、新座市、八潮市、三郷市

千葉 千葉市 船橋市、柏市 市川市、松戸市、茂原市、市原市、流山市、我孫子市、浦安市

東京 東京都、港区、新宿区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、世田谷
区、渋谷区、杉並区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子
市、立川市、府中市、町田市

神奈川 横浜市、川崎市 横須賀市 平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、秦野市、厚木市、大
相模原市 和市、海老名市、座間市、南足柄市、大磯町、湯河原町

山梨 韮崎市、北杜市、山中湖村

長野 長野市 松本市、諏訪市、小諸市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市、下諏訪町
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表１ 景観形成基準(建物・色彩）がある景観計画を有する団体(続き）

政令市 中核市 府県及びその他の景観行政団体

新潟 新潟市 新発田市、上越市、佐渡市

富山 富山市

石川 金沢市 石川県、七尾市、小松市、輪島市、加賀市、白山市

岐阜 岐阜市 大垣市、高山市、多治見市、中津川市、美濃市、恵那市、美濃加
茂市、可児市、郡上市

静岡 静岡市、浜松市 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、掛川市、袋井市

愛知 名古屋市 豊田市 瀬戸市、半田市、犬山市、みよし市

三重 四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市

福井 福井市、勝山市

滋賀 大津市 滋賀県、彦根市、長浜市、草津市、守山市、野洲市、東近江市

京都 京都市 京都府、福知山市、宇治市、長岡京市

大阪 堺市 豊中市、高槻市 大阪府、岸和田市、吹田市、茨木市、寝屋川市、箕面市

兵庫 神戸市 姫路市、尼崎市、西宮市 伊丹市、豊岡市、宝塚市、三田市、篠山市

奈良 奈良市 奈良県、橿原市、桜井市、生駒市、斑鳩町

和歌山 和歌山県

鳥取 鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市

島根 松江市、出雲市、津和野町

岡山 岡山市 倉敷市 早島町

広島 三次市

山口 下関市 宇部市、萩市

徳島

香川 高松市 丸亀市

愛媛 松山市 今治市、八幡浜市、大州市、伊予市、内子町

高知 高知市 四万十市、中土佐町、津野町、四万十町

福岡 北九州市、福岡市 久留米市 福岡県、柳川市、八女市、豊前市、太宰府市、うきは市

佐賀 佐賀市、嬉野市

長崎 長崎市 長崎県、佐世保市、平戸市、五島市、南島原市、小値賀町、新上五島町

熊本 熊本市 熊本県、山鹿市、天草市

大分 大分市 別府市、中津市、日田市、由布市

宮崎 宮崎市 延岡市、日南市、日向市、西都市、椎葉村、日之影町

鹿児島 鹿児島市 出水市、霧島市

沖縄 那覇市 石垣市、浦添市、うるま市、本部町、読谷村

表１から分かるように、徳島県下を除けば、各 各計画で示されている建築物の色彩の規制基準

都道府県のいずれかの地域で、マンセル表色系を についてみてみると、実に多様なものとなってい

用いた建築物の新築時の屋根又は外壁に関する客 る。

観的な規制が行われている状況になっている。※９
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４.多様性を導く景観法の届出、勧告・変更命 いるものであるが、一方、景観法第１６条第７

令等の仕組み 項では、届出制度の適用除外行為（すなわち届

多様な規制内容になっている理由の１つは、景 出が不要な行為）が定められており、同項第１

観法の制度設計そのものの中に内包されていたと １号では「その他政令又は景観行政団体の条例

考えられる。景観法では、景観計画区域における で定める行為」と規定され、届出を不要とする

届出制度、都市計画制度に基づく規制を行う景観 行為も、景観行政団体の条例で定めることがで

地区、それに準じた準景観地区制度など、複数の きる。すなわち、届出制度の適用対象に関して、

規制手法を用いることができるよう措置されてい 付加も除外も、景観行政団体の条例で可能とす

るが、届出制度部分についてみると、 る制度となっている。

①届け出先は、「景観行政団体」である地方自治 ③景観行政団体の長は、「景観計画に定められた

体の長となっているが、具体的には、 当該行為についての制限に適合しない」と認め

イ いわゆる政令指定都市、中核市の行政区域 るとき、設計の変更などを第１６条第３項に基

内は、その市の市長 づき勧告することができ、また第１７条第１項

ロ それ以外の市町村の区域内では、 に基づき「形態意匠の制限に適合させるため必

(1)景観行政事務※１０を処理することについ 要な限度において、当該行為に関し設計の変更

て、あらかじめ知事との協議が整った市 その他の必要な措置をとることを命ずる」こと

町村の市町村長 ができる。すなわち景観法では、繰り返しにな

(2)上記のイ、ロ(1)以外では、その都道府県 るが、

の知事 ・届出を必要とする行為及び場合によっては変

となる。 更命令等を発出する可能性のある行為※１２（特

②届け出る行為は、 定届出対象行為）は、条例で定められ、

イ 景観計画区域※１１内で行われる、 ・具体的な形態意匠の遵守基準（適合しないと

ロ(1)建築物の新築、増築、改築若しくは移転、 勧告及び変更命令等）は、景観計画で定めら

外観を変更することとなる修繕若しくは れる、

模様替又は色彩の変更 という自治体の意思が強く現れる制度設計がな

(2)建築物以外の工作物の新設、増築、改築 された。

若しくは移転、外観を変更することとな 届出制度に関する限り、

る修繕若しくは模様替又は色彩の変更 (a)規制を行う“区域”の設定がほぼ自由※１３

(3)都市計画法第４条第１２項に規定する開発 (b)規制を行う“対象行為”の選別の自由度が高

行為（主として建築物の建築又は特定工 い※１４

作物の建設の用に供する目的で行なう土 (c)規制“基準”を、条例という法形式の条文で

地の区画形質の変更） 規定せず、計画で規定することができること

(4)上記の(1)～(3)以外に、良好な景観の形 に由縁する形態意匠の遵守基準の規定の仕方

成に支障を及ぼすおそれのある行為とし の自由度が高い※１５

て景観計画に従い景観行政団体の条例で (d)上記の３つの自由を活用して、行政として規

定める行為 制を行うのは、基礎的自治体である市町村が

となっており、景観行政団体の条例で、届出が 主であって、その補完役としての都道府県と

必要となる行為が付加できる。上記のロ(1)～ の位置づけが明確※１６

(4)は、景観法第１６条第１項各号に定められて と言えるものと考える。建築物及びその中の機械・
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工作物まで含めて、その私的所有権に対する規制 ５．景観計画における建築物の外壁等の具体

においては、 的色彩規制の概観

・対象や規制基準を、法・施行令・施行規則・告 景観計画の建築物の外壁又は屋根の色彩に関す

示で定める例 るマンセル表色系の規制内容を見ると、

・上記の例外として、いわゆる上乗せ規制、横出 ・彩度についてのみ定めているもの

し規制を認める例 ・色相と、彩度について定め、明度については、

・一定の行為に適合を求める計画について地方自 明示していないもの

治体の案策定を前提に、国の認定・承認等を必 ・色相、明度、彩度について、組み合わせで示し

要する例 ているもの

など、基本となる部分は国が国全体に共通のもの と分けられ、「マンセル表色系を利用すること」

として必要最低限規制として設定する或いは国が ＝「厳格な色彩規制を実施している」ということ

関与することとしているのが一般的で、ある規制 は言えない。なお、マンセル表色系の色彩基準は、

を行おうとした場合に、対象地域、対象範囲、規 それが独立して存立しているというよりは、大半

制基準を緩やかなものから厳格なものまで、住民 が他の何らかの定性的基準とともに示されてお

意識までを含んだ地域の実情に応じて、極めて柔 り、当該景観行政団体が、その区域で志向する色

軟に設定できる仕組みとした法は、筆者の理解で 彩規制の方向を定性的に示した上で、その具現化

は、本邦初のものであるが、この極めて自由度の として、マンセル表色系の基準を併せ規定してい

高い制度設計に加えて、 るものと理解される。

・地域の景観特性が様々であること(都市か、田 前述したとおり、多様な色彩規制になっている

園か、港か、住宅地か、商店街か等）。 が、そのような多様性の中でもある程度の特徴が

・歴史的な街並みなど、特に景観対策を厳格に行 見てとれる。以下、順不同で挙げると、

って、更に良好な景観を創出・維持していくこ ○外壁の色彩に関し、色相と明度、彩度との関係

とに住民の賛同が得られている区域が存するこ で、概ね「Ｒ系、ＹＲ系、Ｙ系」の３色相と、

と。それに応じて、規制対象とする建築物の規 その他の色相との間で差を設け、その他の色相

模が、様々であること。 での彩度を下げている例が多々見られる。

・広大な広がりに一定の統一された景観も偉容で （函館市、小樽市、当別町、盛岡市、仙台市、横手

あるが、例えば‘１街区内’、‘ある通り’だけ 市、米沢市、鶴岡市、白河市、つくば市、守谷市、

が、周囲と異なる特別の景観を有することも社 牛久市、土浦市、石岡市、宇都宮市（中里原地区）、

会的に認められている場合があること。また景 小山市、富岡市、太田市、板倉町、甘楽町、さい

観が場所によって変異する場合に、緩衝となる たま市、川口市、所沢市、新座市、八潮市、三郷市、

地域を持つ必要がない、すなわち徐々に基準を 千葉市、市川市、松戸市、市原市、流山市、我孫

段階的に変化させる必要がないと考えられるこ 子市、浦安市、港区、新宿区、台東区、墨田区、

と。 江東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、杉並

・地域住民の意向によって、志向する景観が異な 区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八

ることも認められること。 王子市、立川市、府中市、町田市、川崎市、相模原

との関係で、多様な色彩規制が編み出されている、 市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎

基本的に多様なものとならざるを得ない側面を有 市、秦野市、海老名市、座間市、南足柄市、大磯町、

しているとも言えよう。※１７ 湯河原町、韮崎市、長野市、松本市、諏訪市、小諸

市、茅野市、佐久市、千曲市、下諏訪町、富山市、
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金沢市、七尾市(特別地域）、輪島市(特別地域）、 いわゆる暖色系の色相については、他の色相よ

小松市(特別地域）、白山市(特別地域）、加賀市(景 り高彩度のものを許容していることになるが、

観形成地域）、岐阜市、中津川市、美濃市、恵那 明度、彩度とも低い場合には、色はついてはいる

市、美濃加茂市、可児市、郡上市、静岡市、浜松 ものの「黒」に近く、逆に明度が高く彩度が低い

市、沼津市、熱海市、伊東市、富士市、三島市、 場合には、「白」に近づいた色になる。そのこと

袋井市、掛川市、豊田市、犬山市(城下町ゾーン）、 からする

半田市、瀬戸市、みよし市、四日市市、伊勢市、 と、他の 低彩度 高彩度

松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、勝山市、長浜 色相との 高明度

市(琵琶湖沿岸区域など）、守山市、京都市、長岡 関係で、 白っぽい

京市、堺市、高槻市、吹田市、茨木市、寝屋川市、 この３色

箕面市、神戸市(眺望景観形成区域ⅰ）、尼崎市、 相をとり

西宮市、姫路市、伊丹市、豊岡市、宝塚市、三田 わけて扱 黒っぽい

市、篠山市(まちの区域など）、橿原市、生駒市、 う意味は、 低明度

桜井市、斑鳩町、鳥取市、松江市、出雲市、岡山 中明度以

市、倉敷市、早島町、下関市、宇部市、高松市、 上で、どの程度の彩度の色を認めているかを見る

丸亀市、松山市、今治市、大州市、伊予市、高知 ことによって、明らかになると考えられる。 そ

市、久留米市、八女市(山あい）、太宰府市、うき こで、試みに、外壁に関して、２．５ＹＲと、３色

は市、佐賀市、嬉野市、佐世保市、平戸市、南島 相よりも低い彩度で用いることを認めている、い

原市、新上五島町、小値賀町、熊本市、天草市(景 わゆる寒色系の色相である５Ｂについて、明度が

観形成地域）、山鹿市、大分市、別府市（鉄輪温 ３以上程度の場合に、どの範囲で、原則、使用を

泉地区）、中津市、宮崎市、延岡市、日向市、西 認めているかを、まとめたものが、表２、表３で

都市、日之影町、椎葉村、鹿児島市、出水市、霧 ある。

島市、那覇市、東京都、石川県(特別地域）、京都 規制される土地の面積の比較でもなく、計画数

府、大阪府、和歌山県(特定景観形成地域）、鳥取 や地域数の比較でもなく、またそもそも各計画で

県、福岡県、長崎県） 勧告や変更命令等の対象となる建築物の規模もば

らばらであることからすれば、この２表からは、

○外壁の大部分を占める色彩について、原則的に 現在の景観行政団体の大まかな方向を探ること程

「Ｒ系､ＹＲ系､Ｙ系」のみを認めている例もあ 度の意味しかないが、少なくとも、２．５ＹＲの方

る。 が、５Ｂよりも使える範囲を広く設定している景

（石岡市（フルーツライン沿線等地区）、宇都宮市(白沢 観行政団体が多いと言えよう。表３に、あまり多

地区）、練馬区（練馬駅南地区）、八王子市（高尾駅・ くの記載がないのは、多くの景観行政団体が５Ｂ

多摩御陵周辺地区など）、町田市（町田駅前通り地 の使用を認めつつも、彩度３以下でしか、外壁で

区）、川崎市(川崎駅周辺地区など）、横須賀市(見晴ら のいわゆる基調色での使用を原則的に認めていな

しの丘地区）、静岡市(宇津の谷地区）、熱海市(東海岸 いからにほかならない。

町地区）、高山市(景観重点区域）、彦根市(愛知川～ 基調色での使用を原則的に認めていないからにほ

犬上川地区など）、福知山市(城下町まちなみ地区の かならない。

町家エリア）、豊岡市（城崎温泉地区の通りに面する壁 表３記載の例以外で、明度３以上で５Ｂの使用

など）、篠山市(河原町伝統景観修景ゾーンなど）、中 を認めている場合は、表４のとおりとなっている

津市(中津城周辺地区（ただしＧＹも可）など）） が、彩度２以下が多い。※１９
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表２ ２.５ＹＲを使用できる場合（その１）

彩 度 ３ ～ ６ 彩 度 ６ ～
函館(都市景観形成地域）、当別、長沼（馬追丘陵地区等７↓）、上富良野、八戸、盛岡、北上、仙台(自然景観のゾーン等～４）、仙台(市街地景観のゾーン等）、秋田(～５）、横手、鶴岡、白河（一般区域～５）、白河（城下町地区～４）、水戸、土浦(一般区域等）、土浦（霞ヶ浦湖 当別（～８）、上富良野(～７）、

明 畔地区・市街化区域～５）、石岡(一般区域等～４）、牛久、つくば(市街化区域）、守谷、小山、足利、太田（住宅地景観等９↓）、富岡(一般区域の用途地域内）、富岡（旧街道街なみ誘導ゾーン等）、下仁田（一般区域）、甘楽（９↓）、中之条(一般区域等）、中之条(伊参地区等～ 八戸（～８）、足利（～７）、

４）、板倉（～４）、川場村（～４）、さいたま(景観誘導区域等）、さいたま(景観保全区域～４）、熊谷(市街化区域）、川口（1種・2種低層住専等～４）、川口（近隣商業、商業）、秩父（市街地地域等）、所沢（住居系市街地景観ゾーン等８．５↓～４）、志木、和光（住宅系～４）、和光( 下仁田(一般区域～８）、

度 商業業務系）、新座（幹線道路沿道ゾーン等）、新座（住宅市街地ゾーン等～４）、八潮(新市街地等）、三郷（９↓）、千葉(一般区域）、船橋、松戸（８．５↓～４）、茂原、市原、流山(市街化区域）、流山（調整区域等～４）、我孫子(一般区域の一般地区等～４）、我孫子（一般区域 秩父（農山村地域９↑）、

の国道6号・商業地区）、浦安（一般区域の大規模建築物以外）、港区(神宮外苑銀杏並木地区等８．５↓～４）、新宿区（８．５↓～４）、台東区(隅田川景観基本軸等８．５↓～４）、墨田区（一般区域等８．５↓）、墨田区（隅田川・荒川軸等８．５↓～４）、江東区（下町水網（白河地 海老名（海老名駅東口地区～８）

８ 区）等８．５↓～５）、江東（下町水網（東陽地区）等８．５↓～４）、品川区（内陸部市街地の超高層等以外等８．５↓～４）、目黒区（目黒川沿川区域等８．５↓～４）、世田谷区（一般区域等８．５↓～４）、渋谷区（８．５↓～４）、杉並区（８．５↓～４）、荒川区（商業系市街地８．５↓）、 新発田（～８）、

荒川区（住居系市街地８．５↓～５）、荒川区（景観基本軸８．５↓～４）、板橋区（一般区域等８．５↓～４）、練馬区(一般区域等８．５↓）、足立区（一般区域８．５↓）、江戸川区（一般区域の超高層等以外等８．５↓）、江戸川区（大河川景観軸８．５↓～４）、八王子（緑との共生ゾ 加賀(一般区域～１０）、～

ーン外の大規模建築物以外８．５↓）、八王子（緑との共生ゾーン内等８．５↓～４）、立川（８．５↓～４）、府中(一般区域の住宅地系等８．５↓～４）、町田（住まい共生ゾーン等８．５↓～４）、横浜(関内地区８．９↓～４）、横浜（みなとみらい２１新港地区９↓）、川崎(一般区域）、川 大垣（～８）、

崎(川崎駅西口大宮町Ａの建築物基壇部等６．５↓～５）、川崎(川崎西口大宮町Ｂの建築物中高層部８．５↓～４）、川崎（新百合丘駅周辺地区Ｂの低層部～３．５）、相模原（一般区域～４）、横須賀(一般区域）、平塚、鎌倉（旧市街地の住宅地区域等～４）、鎌倉（一般住宅地区 高山(一般区域～１０）、

域等）、藤沢（一般区域の湘南海外なぎさゾーン等以外等８．９↓～５）、小田原(一般区域等）、小田原（小田原城周辺地区８．５↓～４）、茅ヶ崎（一般区域～４）、秦野（市街化区域）、厚木（市街化区域９↓）、厚木（市街化調整区域９↓～４）、大和、海老名（市街化区域等）、座 みよし（～８）、

間、湯河原（一般区域）、長野(一般区域）、松本（田園・集落系地域～４）、松本（商業系地域等）、諏訪、小諸、茅野（商業系地域等９↓）、茅野（住居系地域９↓～４）、佐久、千曲、安曇野、下諏訪、新潟(一般区域）、新発田、佐渡（一般市街地区域～４）、佐渡(商業・賑わい区 長浜(一般地区等～１０）、

域）、富山（～４．５）、金沢（一般区域等）、七尾（一般区域等８．５↓）、小松（景観形成重要地域等８．５↓）、輪島（景観形成重要地域等８．５↓）、加賀(一般区域）、白山（一般区域等８．５↓）、岐阜（一般区域）、岐阜（金華山・長良川区域等～４）、岐阜(金華区域の中小規模建 長浜（ながはま御坊表参道地区

築物～４）、大垣、高山(一般区域）、高山(城下町区域等～４）、中津川（一般区域～４）、美濃、恵那、美濃加茂（山地、丘陵地～４）、美濃加茂(市街地・沿川）、可児、郡上、静岡(一般区域～４）、静岡（駿府公園周辺地区住宅地～４）、浜松（～５）、沼津、熱海(一般区域等～４） ～６．５）、

、三島、伊東(用途地域）、伊東(用途未指定～４）、富士(用途地域）、掛川、袋井、名古屋(一般区域）、豊田（一体的市街地誘導ゾーン等）、豊田（田園・都市共生ゾー等ン～４）、瀬戸（街なか景観ゾーン等）、瀬戸（田園景観ゾーン等～４）、半田（くらし風景地域等）、半田（里山 宇治（宇治橋若森線地区～１０）

風景地域等～４）、犬山（城下町ゾーン）、みよし、四日市、伊勢、松阪(一般区域～４）、桑名（～４）、鈴鹿、福井(一般区域）、福井(都心部ゾーン等～４）、勝山、長浜(一般区域等）、草津、守山(一般市街地ゾーン等）、守山（中山道軸～４）、野洲（一般区域等）、東近江（市街地 早島（～１１）、

ゾーン等）、京都(一般区域）、福知山(市街地ゾーン等）、福知山(城下町まちなみ景観重点地区の町家エリア～４）、宇治（市街地地区等）、宇治（白川集落地区～５）、宇治（平等院表参道地区等～４）、長岡京（９↓～５）、堺（～４）、豊中（９↓～４）、高槻、吹田（一般区域８．５↓ 大洲（緑にあふれる町並み形成

～５）、茨木（まちなみ景観区域等９↓）、寝屋川、箕面（９↓～４）、姫路(一般区域）、姫路（駅南大路地区９↓）、尼崎(低層住居景観）、尼崎(商業・業務景観～５）、西宮(一般区域等８．５↓～４）、伊丹（一般区域等～４）、豊岡（まちの区域等）、豊岡（やま・うみ・さとの区域～５）、 区域９．５↓～８）、

宝塚（１種低層住専以外の市街地等８．５↓）、宝塚（１種低層住専８．５↓～４）、三田(フラワータウン地区等）、篠山(まちの区域など）、橿原（田園・住宅地エリア等）、鳥取(一般区域等）、鳥取(因幡白兎区域～４）、米子(一般区域等）、米子(景観形成重点区域～４）、倉吉、松江( 四万十市（～１０）、

景観計画重点区域）、出雲、津和野、岡山、倉敷(～４）、早島、下関(唐戸地区）、下関(都心地区）、宇部（一般区域等）、高松（市街地景観ゾーン）、高松(栗林公園周辺地区等～４）、丸亀(都心エリア等）、丸亀（丸亀城歴史エリア～４）、松山（～４）、大洲（緑にあふれる町並み形 中土佐（～１０）、

成区域９．５↓）、大洲(肱川景観保全区域）、伊予(灘町・湊町重点地区）、内子（９↓～４）、高知、四万十市、中土佐、津野、四万十町、北九州(一般区域）、北九州（大里新市街地地区）、北九州（門司港レトロ地区）、福岡(都心ゾーン等）、福岡（一般市街地ゾーンの建築物高層 津野（～１０）、四万十町（～１０）

部等８．５↓～４）、福岡（御供所地区の建築物高層部８．５↓～４）、久留米(～４）、柳川（９↓～４）、八女(八女丘陵など～４）、豊前(住宅・商業市街地景域）、太宰府、うきは（市街地ゾーン等～４）、佐賀（一般区域）、嬉野、佐世保(都心まちなみゾーン等～４）、平戸(一般区域）、 熊本(特定施設届出地区～７）、

五島、南島原（～４）、小値賀（～４）、新上五島（一般区域～４）、熊本(一般区域等）、熊本(特定施設届出地区）、山鹿（鞠智城公園周辺地区等９↓）、天草(牛深区域の中心市街地ゾーン等）、大分（９↓～４）、別府（鉄輪温泉・沿道景観形成地区）、別府（鉄輪温泉・まちなみ景 出水（～８）、岩手県（～１０）

観形成地区～４）、日田（～４）、由布（～４）、宮崎(一般区域等）、宮崎(大淀川地区等～４）、延岡、西都、鹿児島(一般区域等）、椎葉（～４）、日之影(～４）、出水、霧島(山の景域等～４）、霧島（商業系市街地）、岩手県、埼玉県(用途地域）、埼玉県（関越道以西用途未指定地域

９↓）、東京都(臨海景観基本軸８．５↓～４）、東京都（隅田川景観基本軸等８．５↓～４）、石川県（景観形成重要地域８．５↓）、石川県(特別地域８．５↓）、大阪府(道路軸等）、大阪府(湾岸軸等９↓）、和歌山県(熊野参詣道特定景観形成地域の一部等）、鳥取県（一般区域）、

鳥取県(大山区域～４）、福岡県（山景域等７．５↓～４）、福岡県（田園景域等～４）、福岡県（まち景域）、長崎県

函館(都市景観形成地域）、旭川(一般区域）、小樽（歴史景観区域等）、当別、長沼（馬追丘陵地区等）、上富良野、八戸、盛岡、北上、仙台(自然景観のゾーン等～４）、仙台(市街地景観のゾーン等）、秋田(～５）、横手、米沢（景観形成重点地区～４）、鶴岡、白河（一般区域～ 当別（～８）、上富良野(～７）、

明 ５）、白河（城下町地区～４）、水戸、土浦(一般区域等）、土浦（霞ヶ浦湖畔地区・市街化区域～５）、石岡(一般区域等～４）、つくば(市街化区域）、牛久、守谷、小山、足利、太田（住宅地景観等）、富岡(一般区域の用途地域内）、富岡（旧街道街なみ誘導ゾーン等）、下仁田(一 八戸（～８）、足利（～７）、

般区域）、甘楽、中之条(一般区域等）、中之条(伊参地区等～４）、板倉、川場村（～４）、さいたま(景観誘導区域等）、さいたま(景観保全区域～４）、熊谷(市街化区域）、熊谷(市街化調整区域～４）、川口（1種・2種低層住専等～４）、川口（近隣商業、商業）、秩父（市街地地域等 下仁田(一般区域～８）、

度 ）、所沢（住居系市街地景観ゾーン等～４）、戸田（～４．５）、志木、和光（住宅系～４）、和光(商業業務系）、新座（幹線道路沿道ゾーン等）、新座（住宅市街地ゾーン等～４）、八潮(新市街地等）、三郷、千葉(一般区域）、船橋、柏（～４．５）、市川（商業系等～４．５）、松戸（～４） 海老名（海老名駅東口地区～８）

、茂原、市原、流山(市街化区域）、流山（調整区域等～４）、我孫子(一般区域の一般地区等～４）、我孫子（一般区域の国道6号・商業地区）、浦安（一般区域の大規模建築物以外）、浦安（一般区域の大規模建築物等～４）、港区(神宮外苑銀杏並木地区等～４）、新宿区（～４） 新発田（～８）、

６ 、台東区(隅田川景観基本軸等～４）、墨田区（一般区域等）、墨田区（隅田川・荒川軸等～４）、江東区（下町水網（白河地区）等～５）、江東区（下町水網（東陽地区）等～４）、品川区（内陸部市街地の超高層等以外～４）、目黒区（目黒川沿川区域等～４）、世田谷区（一般区域 加賀(一般区域～１０）、

等～４）、渋谷区（～４）、杉並区（～４）、荒川区（商業系市街地）、荒川区（住居系市街地～５）、荒川区（景観基本軸～４）、板橋区（一般区域等～４）、練馬区(一般区域等）、足立区（一般区域）、江戸川区（一般区域の超高層等以外等）、江戸川区（大河川景観軸～４）、八王子 大垣（～８）、～

（緑との共生ゾーン外の大規模建築物以外）、八王子（緑との共生ゾーン内等～４）、立川（～４）、府中(一般区域の住宅地系等～４）、町田（住まい共生ゾーン等～４）、横浜(関内地区～４）、横浜（みなとみらい２１新港地区）、川崎(一般区域）、川崎(川崎駅西口大宮町Ａの建築 高山(一般区域～１０）、

物基壇部等～５）、川崎(川崎西口大宮町Ｂの建築物中高層部～４）、川崎（新百合丘駅周辺地区Ｂの低層部～３．５）、相模原（一般区域～４）、横須賀(一般区域）、平塚、鎌倉（旧市街地の住宅地区域等～４）、鎌倉（一般住宅地区域等）、藤沢（一般区域の湘南海外なぎさゾー みよし（～８）、

８ ン等以外等～５）、小田原(一般区域等）、小田原（小田原城周辺地区～４）、茅ヶ崎（一般区域～４）、秦野(市街化区域）、秦野(市街化調整区域～４）、厚木（市街化区域）、厚木（市街化調整区域～４）、大和、海老名（市街化区域等）、座間、湯河原（一般区域）、湯河原（温泉場 長浜(一般地区等～１０）、

地区～４）、韮崎（神山地区）、長野(一般区域）、松本（田園・集落系地域～４）、松本（商業系地域等）、諏訪、小諸、茅野（商業系地域等）、茅野（住居系地域～４）、佐久、千曲、安曇野、下諏訪、新潟(一般区域）、新発田、上越（～４．５）、佐渡（一般市街地区域～４）、佐渡(商 長浜（ながはま御坊表参道地区

業・賑わい区域）、富山（～４．５）、金沢（一般区域等）、七尾(一般区域）、小松（景観形成重要地域等）、輪島（景観形成重要地域等）、加賀(一般区域）、白山（一般区域等）、岐阜（一般区域）、岐阜（金華山・長良川区域等～４）、岐阜(金華区域の中小規模建築物～４）、大垣、 ～６．５）、

高山(一般区域）、高山(城下町区域等～４）、中津川（一般区域～４）、美濃、恵那、美濃加茂（山地、丘陵地～４）、美濃加茂(市街地・沿川）、可児、郡上、静岡(一般区域）、浜松（～５）、沼津、熱海(一般区域等～４）、三島、伊東(用途地域）、伊東(用途未指定～４）、富士(用途 宇治（宇治橋若森線地区７↑～

地域）、掛川、袋井、名古屋(一般区域）、豊田（一体的市街地誘導ゾーン等）、豊田（田園・都市共生ゾーン等～４）、瀬戸（街なか景観ゾーン等）、瀬戸（田園景観ゾーン等～４）、半田（くらし風景地域等）、半田（里山風景地域等～４）、犬山（城下町ゾーン）、みよし、四日市、伊 １０）、

勢、松阪(一般区域）、桑名、鈴鹿、亀山（一般区域等７↓）、亀山（景観重点地区７↓～４）、福井(一般区域）、福井(都心部ゾーン等～４）、勝山、草津、守山(一般市街地ゾーンなど）、守山（中山道軸～４）、野洲（一般区域等）、東近江（市街地ゾーン等）、京都(一般区域）、福知 早島（～１１）、

山(市街地ゾーン等）、福知山(城下町まちなみ景観重点地区の町家エリア～４）、宇治（市街地地区等）、宇治（白川集落地区～５）、宇治（平等院表参道地区等～４）、長岡京（～５）、堺（～４）、豊中（～４）、高槻、岸和田（一般区域７．５↓～４）、吹田（一般区域～５）、茨木（まち 大洲（緑にあふれる町並み形成

なみ景観区域等）、寝屋川、神戸（眺望景観形成地域ⅰ７↓～４）、箕面（～４）、姫路(一般区域）、姫路（駅南大路地区）、尼崎(低層住居景観）、尼崎(商業・業務景観～５）、西宮(一般区域等～４）、伊丹（一般区域等～４）、豊岡（まちの区域等）、豊岡（やま・うみ・さとの区域～５ 区域～８）、

）、宝塚（１種低層住専以外の市街地等）、宝塚（１種低層住専～４）、三田(フラワータウン地区等）、篠山(まちの区域など）、橿原（田園・住宅地エリア等）、桜井(一般区域の商業系地域～４）、鳥取(一般区域等）、鳥取(因幡白兎区域～４）、米子(一般区域等）、米子(景観形成重 四万十市（～１０）、

点区域～４）、倉吉、松江(景観計画重点区域）、出雲、津和野、岡山、倉敷(～４）、早島、三次（７↓～４）、下関(唐戸地区）、下関(都心地区）、宇部（一般区域等）、高松（市街地景観ゾーン）、高松(栗林公園周辺地区等～４）、丸亀(都心エリア等）、丸亀（丸亀城歴史エリア～４） 中土佐（～１０）、津野（～１０）、

、松山（～４）、今治、大洲（緑にあふれる町並み形成区域）、大洲(肱川景観保全区域）、伊予(灘町・湊町重点地区）、内子（～４）、高知、四万十市、中土佐、津野、四万十町、北九州(一般区域）、北九州（大里新市街地地区）、北九州（門司港レトロ地区）、福岡(都心ゾーン等）、 四万十町（～１０）、

福岡（一般市街地ゾーンの建築物高層部等～４）、福岡（御供所地区の建築物高層部～４）、久留米（～４）、柳川（～４）、八女(八女丘陵など～４）、豊前(住宅・商業市街地景域）、太宰府、うきは（市街地ゾーン等～４）、佐賀（一般区域）、嬉野、長崎(一般区域６．５↓～４）、佐世 熊本(特定施設届出地区～７）、

保(都心まちなみゾーン等～４）、平戸(一般区域）、五島、南島原（～４）、小値賀（～４）、新上五島(一般区域）、熊本(一般区域等）、熊本(特定施設届出地区）、山鹿（鞠智城公園周辺地区等）、天草(牛深区域の中心市街地ゾーン等）、大分、別府（鉄輪温泉・沿道景観形成地区 出水（～８）、岩手県(～１０）

）、別府（鉄輪温泉・まちなみ景観形成地区～４）、日田（～４）、由布（～４）、宮崎(一般区域等）、宮崎(大淀川地区等７↑～４）、延岡、西都、椎葉（～４）、日之影（７↓）、日之影（７↑～４）、鹿児島(一般区域等）、出水、霧島(山の景域等～４）、霧島（商業系市街地）、岩手県、埼

玉県(用途地域）、埼玉県（関越道以西用途未指定地域）、東京都(臨海景観基本軸～４）、東京都（隅田川景観基本軸等～４）、石川県（景観形成重要地域）、石川県(特別地域）、大阪府(道路軸等）、大阪府(湾岸軸等）、和歌山県(熊野参詣道特定景観形成地域の一部等）、京

都府（俯瞰景観重点ゾーン７↓～４）、奈良県(商業系地域～４）、鳥取県(一般区域）、鳥取県(大山区域～４）、福岡県（山景域等～４）、福岡県（田園景域等～４）、福岡県（まち景域）、長崎県

注：①本試みは、彩度や明度の許容範囲が、どのまとまりの範囲に入っているのかをみるためのものであるので、厳密に６なのか、６．１なのかを区別することはせず、以上、以下が区分のところで重複している、あるいは「未満」であったり「超」の場合があると、理解されたい。

② ～は彩度の限度を、↓↑は明度の上限、下限を、－は間を指す。

③景観計画区域中、景観形成重要地区など、特別な地域を除いた区域を便宜上「一般区域」と表示している。
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表２ ２.５ＹＲを使用できる場合（その２）

彩 度 ３ ～ ６ 彩 度 ６ ～
函館(都市景観形成地域）、旭川(一般区域４↑）、小樽(一般区域等）、小樽（歴史景観区域等）、当別、長沼（馬追丘陵地区等）、上富良野、八戸、盛岡、北上、仙台(自然景観のゾーン等～４）、仙台(市街地景観のゾーン等）、秋田(～５）、横手、米沢（景観形成重点地区～４）、 当別（～８）、上富良野(～７）、

明 鶴岡、白河（一般区域～５）、白河（城下町地区～４）、水戸、土浦(一般区域等）、土浦（霞ヶ浦湖畔地区・市街化区域～５）、石岡(一般区域等～４）、つくば(市街化区域）、牛久、守谷、小山、足利、太田（住宅地景観等４↑）、伊勢崎(境島村区域５↓～４）、富岡(一般区域の用途 八戸（～８）、足利（～７）、

地域内）、富岡（旧街道街なみ誘導ゾーン等）、下仁田(一般区域）、甘楽、中之条(一般区域等）、中之条(伊参地区等～４）、板倉、川場村（～４）、さいたま(景観誘導区域等）、さいたま(景観保全区域～４）、熊谷(市街化区域）、熊谷(市街化調整区域～４）、川口（1種・2種低層住 下仁田(一般区域～８）、

度 専等～４）、川口（近隣商業、商業）、秩父（市街地地域等）、所沢（住居系市街地景観ゾーン等４↑～４）、戸田（５↓,５↑～４．５）、志木、和光（住宅系～４）、和光(商業業務系）、新座（幹線道路沿道ゾーン等）、新座（住宅市街地ゾーン等～４）、八潮(新市街地等５↑）、三郷、千 柏（４．９↓～７．５）、

葉(一般区域）、船橋、柏（４．９↓）、柏（５↑～４．５）、市川（商業系等３．５↑）、市川（調整区域３．５↑～３．５）、松戸（５↓,５↑～４）、茂原、市原、流山(市街化区域）、流山（調整区域等～４）、我孫子(一般区域の一般地区～４）、我孫子（一般区域の国道6号・商業地区）、浦安（ 市川（商業系３．５↑～６．５）、

３ 一般区域の大規模建築物以外）、浦安（一般区域の大規模建築物等５↑～４）、港区(神宮外苑銀杏並木地区等４↑～４）、新宿区（４↑～４）、台東区(隅田川景観基本軸等４↑～４）、墨田区（一般区域等４↑）、墨田区（隅田川・荒川軸等４↑～４）、江東区（下町水網（白河地区 海老名（海老名駅東口地区～８）

）等４↑～５）、江東（下町水網（東陽地区）等４↑～４）、品川区（内陸部市街地の超高層等以外～４）、目黒区（目黒川沿川区域等４↑～４）、世田谷区（一般区域等４↑～４）、渋谷区（～４）、杉並区（～４）、荒川区（商業系市街地４↑）、荒川区（住居系市街地４↑～５）、荒川区 、新発田（～８）、～

（景観基本軸４↑～４）、板橋区（一般区域等４↑～４）、練馬区(一般区域等）、足立区（一般区域）、江戸川区（一般区域の超高層等以外等）、八王子（緑との共生ゾーン外の大規模建築物以外４↑）、八王子（緑との共生ゾーン内等４↑～４）、立川（４↑～４）、府中(一般区域の 上越（５↓～７．５）、

住宅地系等４↑～４）、町田（住まい共生ゾーン等４↑～４）、横浜(関内地区）、横浜（みなとみらい２１新港地区４↑）、川崎(一般区域）、川崎(川崎駅西口大宮町Ａの建築物基壇部等３．５↑～５）、川崎(川崎西口大宮町Ｂの建築物中高層部５↑～４）、川崎（新百合丘駅周辺地 加賀(一般区域～１０）、
６ 区Ｂの低層部５↑～３．５）、川崎(西口駅前中央地区低層部３↑５↓～５）、相模原(一般区域５↓）、相模原（一般区域５↑～４）、横須賀(一般区域）、平塚、鎌倉（旧市街地の住宅地区域等～４）、鎌倉（一般住宅地区域等）、藤沢（一般区域の湘南海外なぎさゾーン等以外等）、 大垣（～８）、

小田原(一般区域等）、小田原（小田原城周辺地区～４）、茅ヶ崎（一般区域４↑～４）、秦野(市街化区域）、秦野(市街化調整区域～４）、厚木（市街化区域４↑）、厚木（市街化調整区域４↑～４）、大和、海老名（市街化区域等）、座間、湯河原（一般区域）、湯河原（温泉場地区 高山(一般区域～１０）、

～４）、韮崎（神山地区）、北杜（景観形成地域４↓～４）、長野(一般区域）、松本（田園・集落系地域等～４）、松本（商業系地域等）、諏訪、小諸、茅野（商業系地域等）、茅野（住居系地域４↑～４）、佐久、千曲、安曇野、下諏訪、新潟(一般区域）、新発田、上越（５↓）、上越（５ 静岡（日の出地区５↓～８）、

↑～４．５）、佐渡（一般市街地区域～４）、佐渡(商業・賑わい区域）、富山（～４．５）、金沢（一般区域等）、金沢（重要広域幹線景観形成区域＋斜面緑地保全区域～４）、七尾(一般区域等）、小松（景観形成重要地域等）、輪島（景観形成重要地域等）、加賀(一般区域）、白山（ みよし（～８）、

一般区域等）、岐阜（一般区域）、岐阜（金華山・長良川区域等～４）、岐阜(金華区域の中小規模建築物～４）、大垣、高山(一般区域）、高山(城下町区域等～４）、多治見（大規模な行為５↓～４）、中津川（一般区域～４）、美濃、恵那、美濃加茂（山地、丘陵地～４）、美濃加茂( 長浜(一般地区等～１０）、

市街地・沿川）、可児、郡上、豊田（一体的市街地誘導ゾーン等）、静岡(一般区域）、静岡（日の出地区５↓）、浜松（～５）、沼津、熱海(一般区域～４）、三島、伊東(用途地域）、伊東(用途未指定～４）、富士(用途地域）、掛川、袋井、名古屋(一般区域）、豊田（田園・都市共生ゾ 長浜（ながはま御坊表参道地区

ーン等～４）、瀬戸（街なか景観ゾーン等）、瀬戸（田園景観ゾーン等～４）、半田（くらし風景地域等）、半田（里山風景地域等～４）、犬山（城下町ゾーン）、みよし、四日市、伊勢、松阪(一般区域）、桑名、鈴鹿、亀山（一般区域等）、亀山（景観重点地区～４）、福井(一般区域）、 ～６．５）、

福井(都心部ゾーン等～４）、勝山、彦根（田園集落ゾーン等）、草津、守山(一般市街地ゾーンなど）、守山（中山道軸～４）、野洲（一般区域等）、東近江（市街地ゾーン等）、京都(一般区域）、福知山(市街地ゾーン等）、福知山(城下町まちなみ景観重点地区の町家エリア～４）、 早島（～１１）、

宇治（市街地地区等５↑）、宇治（白川集落地区５↑～５）、宇治（平等院表参道地区等～４）、長岡京（４↑～５）、豊中（４↑～４）、高槻、岸和田（一般区域４．５↑～４）、吹田（一般区域５↑～５）、茨木（まちなみ景観区域等）、寝屋川、神戸（眺望景観形成地域ⅰ５↑～４）、姫路 大洲（緑にあふれる町並み形成

(一般区域）、姫路（駅南大路地区５↑）、尼崎(低層住居景観）、尼崎(商業・業務景観～５）、西宮(一般区域等４↑～４）、伊丹（一般区域等５↑～４）、豊岡（まちの区域等）、豊岡（やま・うみ・さとの区域～５）、宝塚（１種低層住専以外の市街地等）、宝塚（１種低層住専～４）、三田 区域～８）、

(フラワータウン地区等）、篠山(まちの区域等）、篠山（河原町伝統景観修景ゾーン４↓～４）、奈良（まちなか景観形成地区等５↓）、奈良（まちなか景観形成地区等５↑～４）、橿原（田園・住宅地エリア等）、桜井(一般区域の住居系地域等５↓）、生駒(市街地景観区域５↓）、生駒 四万十市（～１０）、

(田園景観区域５↓～４）、斑鳩(市街地景観区域５↓）、斑鳩(幹線道路沿重点景観形成区域５↓～４）、鳥取(一般区域等）、鳥取(因幡白兎区域～４）、米子(一般区域等）、米子(景観形成重点区域～４）、倉吉、松江(景観計画重点区域）、出雲、津和野、岡山、倉敷(～４）、早島 中土佐（～１０）、津野（～１０）、

、三次（６↑～４）、下関(唐戸地区）、宇部（一般区域等５↑）、高松（市街地景観ゾーン）、高松(栗林公園周辺地区等～４）、丸亀(都心エリア等）、丸亀（丸亀城歴史エリア～４）、松山（～４）、今治、大洲（緑にあふれる町並み形成区域）、大洲(肱川景観保全区域）、伊予(灘町・湊 四万十町（～１０）、

町重点地区）、内子（～４）、高知、四万十市、中土佐、津野、四万十町、北九州(一般区域）、北九州（大里新市街地地区）、北九州（門司港レトロ地区）、福岡(都心ゾーン等）、福岡（一般市街地ゾーンの建築物高層部等～４）、福岡（御供所地区の建築物高層部４↑～４）、久留 熊本(特定施設届出地区～７）、

米（～４）、柳川（４↑～４）、八女(八女丘陵など～４）、豊前(住宅・商業市街地景域）、太宰府、うきは（市街地ゾーン等～４）、佐賀（一般区域）、嬉野、長崎(一般区域４↑～４－６）、長崎(東山手・南山手地区等４．５↑５．５↓３－６）、佐世保(都心まちなみゾーン等～４）、平戸(一 出水（～８）、岩手県(～１０）、

般区域）、五島、南島原（～４）、小値賀（～４）、新上五島(一般区域）、新上五島(重要景観計画区域～４）、熊本(一般区域等）、熊本(特定施設届出地区）、山鹿（鞠智城公園周辺地区等）、天草(牛深区域の中心市街地ゾーン）、大分、別府（鉄輪温泉・沿道景観形成地区）、五

島、別府（鉄輪温泉・まちなみ景観形成地区～４）、日田（～４）、由布（～４）、宮崎(一般区域等）、延岡、日南（５↓）、西都、椎葉（～４）、日之影、鹿児島(一般区域等）、出水、霧島(山の景域等～４）、霧島（商業系市街地）、岩手県、埼玉県(用途地域）、埼玉県（関越道以西用途

未指定地域）、東京都（隅田川景観基本軸等４↑～４）、石川県（景観形成重要地域）、石川県(特別地域）、大阪府(道路軸等）、大阪府(湾岸軸等）、京都府（俯瞰景観重点ゾーン５↑～４）、奈良県(自然系地域５↓～４）、奈良県（住居系地域５↓）、奈良県(商業系地域５↓）、和

歌山県(熊野参詣道特定景観形成地域の一部等）、鳥取県（一般区域）、鳥取県(大山区域～４）、福岡県（山景域等～４）、福岡県（田園景域等～４）、福岡県（まち景域）、長崎県、熊本県（南阿蘇地域４↓）

表３ ５Ｂを使用できる場合
彩 度 ３ ～ ６ 彩 度 ６ ～

明 函館(都市景観形成地域～４）、小樽(一般区域等～４）、当別（～４）、上富良野、八戸、北上（～５）、秋田(～５）、水戸(～４）、土浦(一般区域等～４）、足利、下仁田(一般区域）、中之条(伊参地区等～４）、川場村（～４）、下諏訪(～４）、新潟(一般区域）、新発田 上富良野(～７）、八戸（～８）、足利(～７）、

度 、佐渡（一般市街地区域～４）、佐渡(商業・賑わい区域）、七尾（一般区域８．５↓）、小松（景観形成重要地域８．５↓）、輪島（景観形成重要地域８．５↓）、加賀(一般区域）、白山（一般区域８．５↓）、岐阜(金華区域の中小規模建築物～４）、大垣、高山(一般区 新発田（～８）、加賀(一般区域～１０）、大垣（～８）

８ 域）、可児、名古屋(一般区域）、福井(一般区域）、福井(都心部ゾーン等～４）、長浜(一般区域）、福知山(市街地ゾーン等）、豊中（９↓～４）、鳥取(一般区域の商業地域等）、米子(商業地域等）、倉吉(商業地域等）、四万十市、中土佐、津野、四万十町、北九 高山(一般区域～１０）、可児（～７）、長浜(一般区～

州(一般区域）、福岡(都心ゾーン等）、八女(八女丘陵など～４）、豊前(住宅・商業市街地景域）、佐賀（まちゾーン～５）、五島、別府（鉄輪温泉・沿道景観形成地区～５）、日田（～４）、宮崎(一般区域等～５）、延岡（～４）、西都（～５）、出水（～４）、霧島（商業系 域～１０）、四万十市（～１０）、中土佐（～１０）、

市街地～４）、岩手県、石川県（景観形成重要地域８．５↓）、和歌山県(熊野参詣道特定景観形成地域の一部等～４）、鳥取県(一般区域の商業地域等）、福岡県（田園景域等～４）、福岡県（まち景域）、長崎県(～４） 津野（～１０）、四万十町（～１０）、岩手県（～１０）

明 函館(都市景観形成地域～４）、旭川(一般区域）、小樽(一般区域等～４）、当別（～４）、上富良野、八戸、北上（～５）、秋田(～５）、水戸(～４）、土浦(一般区域等～４）、足利、下仁田(一般区域）、中之条(伊参地区等～４）、川場村（～４）、市川（商業系等～３． 上富良野(～７）、八戸（～８）、足利(～７）、

度 ５）、下諏訪(～４）、新潟(一般区域）、新発田、佐渡（一般市街地区域～４）、佐渡(商業・賑わい区域）、七尾(一般区域）、小松（景観形成重要地域）、輪島（景観形成重要地域）、加賀(一般区域）、白山（一般区域）、岐阜(金華区域の中小規模建築物～４）、大 新発田（～８）、加賀(一般区域～１０）、大垣（～８）

６ 垣、高山(一般区域）、可児、名古屋(一般区域）、福井(一般区域）、福井(都心部ゾーン等～４）、長浜(一般区域）、福知山(市街地ゾーン等）、豊中（～４）、鳥取(一般区域の商業地域等）、米子(商業地域等）、倉吉(商業地域等）、今治（～４）、四万十市、中土 高山(一般区域～１０）、可児（～７）、長浜(一般区～

佐、津野、四万十町、北九州(一般区域）、福岡(都心ゾーン等）、八女(八女丘陵など～４）、豊前(住宅・商業市街地景域）、佐賀（まちゾーン～５）、五島、別府（鉄輪温泉・沿道景観形成地区～５）、日田（～４）、延岡（～４）、宮崎(一般区域等～５）、西都（～５）、 域～１０）、四万十市（～１０）、中土佐（～１０）、

８ 出水（～４）、霧島（商業系市街地～４）、岩手県、石川県（景観形成重要地域）、和歌山県(熊野参詣道特定景観形成地域の一部等～４）、鳥取県(一般地域の商業地域等）、福岡県（田園景域等～４）、福岡県（まち景域）、長崎県(～４） 津野（～１０）、四万十町（～１０）、岩手県（～１０）

明 函館(都市景観形成地域～４）、旭川(一般区域４↑）、小樽(一般区域等～４）、当別（～４）、上富良野、八戸、北上（～５）、秋田(～５）、水戸(～４）、土浦(一般区域等～４）、足利、伊勢崎(境島村区域５↓～４）、下仁田(一般区域）、中之条(伊参地区等～４）、川 上富良野(～７）、八戸（～８）、足利(～７）、

度 場村（～４）、市川(商業系等３．５↑～４．５）、下諏訪(～４）、新潟(一般区域）、新発田、佐渡（一般市街地区域～４）、佐渡(商業・賑わい区域）、七尾(一般区域）、小松（景観形成重要地域）、輪島（景観形成重要地域）、加賀(一般区域）、白山（一般区域）、岐 新発田（～８）、加賀(一般区域～１０）、大垣（～８）

３ 阜(金華区域の中小規模建築物～４）、大垣、高山(一般区域）、可児、名古屋(一般区域）、福井(一般区域）、福井(都心部ゾーン等～４）、長浜(一般区域）、福知山(市街地ゾーン等）、彦根（田園集落ゾーン等）、豊中（４↑～４）、鳥取(一般区域の商業地域等） 高山(一般区域～１０）、可児（～７）、長浜(一般区～

、米子(商業地域等）、倉吉(商業地域等）、今治（～４）、四万十市、中土佐、津野、四万十町、北九州(一般区域）、福岡(都心ゾーン等）、八女(八女丘陵など～４）、豊前(住宅・商業市街地景域）、佐賀（まちゾーン～５）、五島、新上五島（重要景観計画区域～４ 域～１０）、四万十市（～１０）、中土佐（～１０）、

６ ）、別府（鉄輪温泉・沿道景観形成地区～５）、日田（～４）、宮崎(一般区域等～５）、延岡（～４）、日南（５↓）、西都（～５）、出水（～４）、霧島（商業系市街地～４）、岩手県、石川県（景観形成重要地域）、和歌山県(熊野参詣道特定景観形成地域の一部等～４） 津野（～１０）、四万十町（～１０）、岩手県（～１０）

、鳥取県(一般区域の商業地域等）、福岡県（田園景域等～４）、福岡県（まち景域）、長崎県(～４）

注：①本試みは、彩度や明度の許容範囲が、どのまとまりの範囲に入っているのかをみるためのものであるので、厳密に６なのか、６．１なのかを区別するはせず、以上、以下が区分のところで重複している、あるいは「未満」であったり「超」の場合があると、理解されたい。

② ～は彩度の限度を、↓↑は明度の上限、下限を、－は間を指す。

③景観計画区域中、景観形成重要地区など、特別な地域を除いた区域を便宜上「一般区域」と表示している。
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表４ 低彩度で５Ｂの使用が認められている例

彩度３以下で、認める地域があるもの

長沼町、白河市、川口市（２．２５以下）、戸田市（２．２５以下）、千葉市、柏（２．２５以下）､相模原市、鎌倉市、厚木市、海老

名市、座間市、大磯町、長野市、小諸市、茅野市、佐久市、千曲市、安曇野市、上越市(２.２５未満）、浜松、三島市、伊

東市、富士市、大津市､草津市、野洲市、東近江市、岸和田市、吹田市、尼崎市、生駒市、松江(２．５未満）、早島町、

大洲市、内子町、北九州、熊本､由布市、日向市、滋賀県

彩度２以下で、認める地域があるもの

札幌市(１.５）、盛岡市、仙台市、横手市、鶴岡市、石岡市、牛久市、つくば市、守谷市、宇都宮市、小山市、太田市、富

岡市、甘楽町、板倉町、さいたま市、熊谷市、秩父市、所沢市、志木市、和光市、新座市、八潮市、三郷市、船橋市、

我孫子市、松戸市、茂原市、市原市、流山市、浦安市、港区、新宿区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、

世田谷区、渋谷区、杉並区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子市、立川市、府中市、町田市、川

崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、逗子市、秦野市、大和市、南足柄市、湯河原町、韮崎市、北杜市、松

本市、諏訪市、金沢市、岐阜市、中津川、恵那市、郡上市、静岡市、沼津市、熱海市、掛川市、袋井市、豊田市、瀬

戸市、半田市、犬山市、みよし市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、勝山市、長浜市、守山市、

京都市、長岡京市、堺市、高槻市、茨木市、箕面市、神戸市、姫路市､西宮市､伊丹市、豊岡市、宝塚市、三田市、篠

山市、奈良市、橿原市、桜井市、斑鳩町、松江市、出雲市、津和野市、岡山市、宇部市、萩市、高松市、丸亀市、松山

市、伊予市、高知市、久留米市、柳川市、太宰府市、うきは市、嬉野市、長崎市、佐世保市、平戸市、南島原市、小値

賀町、山鹿市、天草市、大分市、中津市、椎葉村、日之影町、鹿児島市、石垣市、浦添市、うるま市、本部町、読谷

村、埼玉県、東京都、大阪府、奈良県、福岡県

彩度１以下で、認める地域があるもの

横浜市(０.５以下）、米沢市、多治見市、倉敷市、下関市､那覇市、京都府

次に表２についてみると、 分を占めるいわゆる基調色以外にも、サブカラー、

・彩度６を超えるような色彩を原則、認めている 補助色、アクセント色等、一定面積の範囲で他の

例は少ない。原則的に､この範囲を認めている 色彩を使用することを認めている団体が多く、そ

景観行政団体の色彩規制についてみると、当別 れによって､建築物から受ける印象が大きく変わ

町、下仁田町、柏市、市川市、海老名市、上越 ってしまうことがある。そのことからすれば、外

市、可児市、静岡市、長浜市、宇治市、早島町、 壁の大部分を占めるいわゆる基調色について概観

大洲市、熊本市以外は、例えば１０色相に応じ してみることには意味がないのかもしれないが、

て、一定の明度の範囲内で彩度を規定するとい 以上の点からは、建築物の外壁という非常に大き

ったものではなくて、おおまかに、まず彩度だ な部位を占め、歩行者視線では大きな影響を与え

けを規制しておき、現実の色彩設計を見て、個 る部分については、現在の景観行政団体の多くの

々に判断していこうという趣旨のものではない 地区・地域で、まずは、暖色系で、それ程、彩度

かと思われる。※２０ の高くない範囲内で収めていこうとしている、そ

・彩度、明度の各枠内での限度は、赤字表示して れが志向している方向であると、伺える。

あるが、「彩度３～６」の枠内の「～」で表現 その他の、いわゆる外壁の基調色及び屋根色に

される彩度の限度は、その多くが「～４」であ ついての原則的な基準についての特徴、特色とし

って、景観行政団体の中には、明度３以上の、 ては、※２１

言わばはっきり色相が現れる範囲では、暖色系 ○外壁基調色について、基本的には、一定の指定

の２．５ＹＲであっても、彩度６は(その地域では） 色の中から選択することとしている例がある。※２２

高すぎると判断している団体がある程度あると ○外壁基調色に関し、建築物の一定の高さで区切

言えよう。 り、それより上層とそれより下層で、上層には

建築物の外壁は、単一色ではなく、外壁の大部 より抑えた色彩とする等、基準に差を設けてい
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る例がある。※２３ 制度運用となっているが、落書きの例※３０によ

○外壁基調色の明度に関し、高い明度を許容する く発現するように、ほんの一部分の不調和が、

場合には、彩度を抑える(明度と彩度が、いわ 長年月及び多くの人々の努力と抑制の結晶であ

ゆるトレードオフの関係）ことによって、いわ る全体の調和を簡単に壊しかねないことから、

ゆる｢派手な色｣、｢けばけばしい色｣にならない 住民の意識の高まりに従って、規制対象を徐々

よう措置していると考えられる例がある。※２４ に拡大していくことが望ましいと考えること、※３１

○外壁基調色に２以下の明度を認めず、外壁が暗 ・その上で、全てを定性的に判断する、個々の色

い色調にならないよう措置していると考えられ 彩設計を見た上で判断することとした場合に

る例がある。※２５ は、人的、金銭的に相当の行政事務負担が必要

○外壁基調色に８を超える明度を認めず、外壁が となろうことは相続に難くないこと、※３２

明るすぎる色調にならないよう措置していると ・また、住宅などの持ち主、建築主、１級建築士

考えられる例がある。※２６ など建築設計を行う側にとっても、定性的な基

○屋根色に５を超える明度を認めず、屋根が明る 準は予見可能性が低く、建築行為の停滞や、創

すぎる色調にならないよう措置していると考え 造性に乏しい、即ち前例踏襲的な色彩設計に誘

られる例がある。※２７ 引される可能性も考えられること、

○外壁基調色の彩度については、許容する範囲を から、基本的には、一定の統一感こそが景観を悪

一定値以上としている例は見出せず、いずれも 化させない（面白味がない、刺激がない、単調だ

一定値以下とする内容となっている。外壁基調 という批判が予想される※３３）ということを立脚

色に、６を超える彩度を許容している例(サブ 点とするならば、マンセル表色系などの客観的基

カラー、アクセントカラーなど、外壁面の一定 準を用いて、ある程度の狭さでの一定範囲を原則

面積以内で認めるものを除く。）は、それ程、 とし、その範囲外の色彩を用いようとする場合は、

多くない。※２８ 外観パースやフォト・モンタージュ、色見本、Ｃ

○屋根色の彩度については、外壁と同様、彩度を Ｇや３次元ＧＩＳ※３４などによって、景観審議会等

抑えた基準としている例が多いが、とりわけて の専門家の判断を得て、是非を決する仕組みが適

基準を明示しているものの中には、高彩度のも 当ではないかと考える。

のを許容している例がある。※２９ また、マンセル表色系の基準については、

・明度について、特に明示していない景観計画も

６．今後の色彩基準の方向性 多く、例えば薄い青みがかった白い外壁の建築

良好な景観に対する価値観は多様であり、市街 物の隣に、赤みがほんの少し感じられるような

地の場合に景観を構成する、景観に影響する要素 ほぼ黒い外壁の建築物が建つことも、マンセル

も多々ある。個々の建築行為等が、計画地の立地 表色系の基準からだけではあり得ないことでは

や周辺環境等の地域性、周辺との関係性の面から ないことになっている。多くの基準は､マンセ

みてふさわしいかどうかは、一律の基準への適合 ル表色系の基準以外に、例えば「周辺と調和し

のみで判断できるものではなく、より良い景観に た色彩となるよう～」といった定性的な基準も

誘導する基準等については、定性的にならざるを 設けているため､上記のようなアンバランスは、

得ないものもあろう。しかしながら、 事前相談や事前の行政指導、届出の後の勧告な

・現時点では、特に良好な景観を有している地区 どによって、現実には生じないものと考えられ

等を除いた景観計画区域では、比較的大規模な るが、基準の整合性、建築主、住民にとっての

建築物に限定された届出・勧告・変更命令等の 分かり易さの点から、明示しておくことが適切
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であると考える。この場合において、有彩色と される。ただ、自然素材等にはどこまでが含ま

無彩色の許容明度範囲を異ならせている計画も れるのか※３５、適用除外としている以上許容範

あり、彩度との関係もあるが、有彩色と無彩色 囲を超える材料があることを前提としているは

の間にはごく微妙な差しかない場合があり得る ずだが、いわゆる寒色系の色相について、低彩

ので、範囲を異ならせるのであれば、丁寧な検 度、低明度でしか認めていない場合には、寒色

討と住民意見の聴取が必要であろう。 系の色相の自然素材の彩度、明度が上回ること

・自然素材等については、マンセル表色系の基準 も想像できる。景観計画では、先述したとおり、

の適用除外としている例が多い。景観計画を概 一定の定性的基準の具現化としてマンセル表色

観するに、自然素材等では彩度６を超えるよう 系の基準を併用している場合が多いことから、

なものがほとんど見出せないことから、そのよ 当該定性的基準への適合性審査において、調和

うな措置としている、又は自然素材等は、当初 を乱すものについては勧告等の措置をとれば十

は一見派手に見える色彩であっても時をおかず 分なのかもしれないが、基準設定上の留意項目

に落ち着いた穏やかな色彩に変化することか であると考える。

ら、そのような措置としているとの理由が散見

※１ ただし、全面施行は平成１７年６月１日である。 いう方法も考えられなくはないが、景観法が、全

※２ 各自治体の景観計画での表記の場合には、１０◆ 体として良好な景観の形成や保全を目的とするも

を０■、たとえば１０ＲＰを０Ｒと表す例もある。 のであることからすれば、色彩について定量的基

※３ この符号を、「マンセル値」と呼ぶことがある。 準を導入したからといって、色彩の微差をとりあ

なお、彩度０の無彩色、色の付いていない白や黒、 げて、範囲内か否かを決することに、さほどの意

その間の灰色は、Ｎ＋明度で示され、Ｎ１が黒、 味があるとは思えない。

Ｎ９.５が白、灰色はその間で示されることが多い。 ※６ 国土交通省が平成２３年９月に実施した調査（htt

※４ ＪＩＳ Ｚ８７２１の基準に準拠している例が大半であ p://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/keikanhoukatuyo

るが、かつて(財）日本色彩研究所で開発された「日 uikou.html）によれば、同年９月１日時点では、景

本色研配色体系」に準拠している例がある。(山形 観形成基準として建築物の色彩について定めてい

県、三次市） る景観計画が３０７計画(３１５計画の９７.５％）となっ

※５ １００色の色相×１０区分の明度×８～１４の彩度 ており、建築物の屋根又は外壁の色彩が景観に与

で、万余の区分になるわけではない。景観計画の える影響が大きいと大半の自治体が判断している

参考資料等で、色相、明度、彩度とも区切りのい と考えられる。

い数値で、それぞれの色を票に表し、「色票」とし ※７ 表の記載は、

て例示する場合も多い。１色相について、縦軸を ・景観計画区域全体についてではなく、特定の地

明度、横軸を彩度にした「カラーチャート」を作 区についてのみ、マンセル表色系の基準を導入

成することができ、縦軸がピラミッドの底辺で、 している場合も含んでいる。

彩度が高くなる(右側に進む）につれて、細くなる ・指導、助言の基準や、「推奨する色彩」といった

ピラミッド型になる。１色相で、３０程度の色票か 勧告、変更命令等との関係がないものは、マン

らなるカラーチャートを想定すると、３千～４千 セル表色系で示してあっても、含めていない。

通り程度の色区分ができることになる。なお、光 また「形態意匠」の括りの中に色彩を含めてい

は連続的に変化するものであるので、５,０００区分、 るものがあるが、具体的に色彩について記述さ

１０,０００区分と、区分を増やすことも、理論的に可 れている場合だけをとり上げた。すなわち「周

能である。また色彩の違いを人間の目で判断する 辺景観と調和のとれた形態意匠」との基準にす

のではなく、分光色彩計、色差計、分光測色計な ると、周辺景観から浮いた色彩を使うことが困

どと言われる、色彩を機械的に測り、マンセル値 難になるものとも考えられるが、具体的に色彩

を表示する計測器の宣伝広告、商品紹介も企業の についての記述がないことから、このような基

ＨＰ上に見られる。このことからすれば、区分を 準は含めていない。

細かくし、機械測定により基準適合を判定すると ・法の施行の後に、中核市に移行した市、都道府
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県との協議を了して景観行政団体になった市町 豊富な多様性を有する具体的な行為が届け出られ、

村については、当該市町村の行政区域に関する それが当該景観形成基準に適合するか否かを判断

都道府県の景観計画の内容が効力を持ち続ける していかなければならないことからすれば、勧告

が、新たに、当該市町村が自ら景観計画を策定 や変更命令等の判断には、言わば自動車の速度違

している場合にのみ、表記している。 反取締りのようなある意味で機械的判断とは異な

なお市町村に関する調査は、一定時点の網羅的 り、政策的、技術的に判断していく上で、当然に

なものではない。また自治体ＨＰにより、把握で 一定の裁量が認められるべきである。ただ、それ

きたものに限られている。 にしても、その裁量権の行使には一定の枠がある

※８ 「景観計画区域」を県域全体、市域全体と、景 はずで、一般論として裁量権の踰越による違法に

観行政団体であるその地方自治体の行政区域全域 関しては、「裁量権の行使としてされたものである

としている例が多いこと、及び大規模建築物が景 ことを前提として，その判断の基礎とされた重要

観に与える影響が大きいこと、から、大規模建築 な事実に誤認があること等により重要な事実の基

物を届出の対象とし、景観形成基準(建物・色彩） 礎を欠くこととなる場合，又は，事実に対する評

を適用するケースが多々見られる。行政効率を意 価が明らかに合理性を欠くこと，判断の過程にお

識すれば、当然であろう。なお、その規模に関し いて考慮すべき事情を考慮しないこと等によりそ

ては、高さ１０ｍ超、１３ｍ超、１５ｍ超、３１ｍ超な の判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くも

ど、高さで区切った場合にも様々であり、また建 のと認められる場合に限り，裁量権の範囲を逸脱

築面積（又は延べ床面積）で区切る場合も、１５０ し又はこれを濫用したものとして違法となるとす

㎡超、３００㎡超、５００㎡超、１０００㎡超、１５００㎡超、 べきものと解するのが相当」とされている（昭和５

５０００㎡超など、様々となっている。 ３年１０月４日最高裁判所大法廷判決（昭和５０（行ツ）

また景観計画区域を行政区域全体とした上で、 １２０号）、平成１８年１１月２日最高裁判所第一小法

特に良好な景観を創出し、保全していこうとする 廷判決（平成１６（行ヒ）１１４号）など）。そのような観

地区を特定し、より具体的な、あるいは詳細な景 点からしても、建築物や工作物の色彩基準につい

観形成基準を定めているケースもあるが、そのよ ては、マンセル表色系手法による客観化の手段が

うな場合、例えば宇都宮市の景観形成重点地区で あり、その共通化・固定化には、ＪＩＳ Ｚ８７２１が定

は、届出対象となる建築物を「建築確認が必要と められているメリットがあることからすれば、マ

なるもの」と、福井市の福井都心地区特定景観計 ンセル表色系に基づいた景観形成基準(建物・色

画区域や長野市の大門町南景観計画推進地区では、 彩）を設けて、利用していくことが理にかなって

「延床面積の合計が１０㎡ を超える建築物の新築、 いる。国交省が行った過去の景観計画等の活用状

増築、改築若しくは移転」と、ほとんどの建築物 況についての調査によれば、「審査・勧告・変更命

が対象となるように設定している場合もある。村 令の運用課題」として「数値基準に違反するもの

域全体を景観計画区域とし、建築物の新築につい 以外は、勧告や変更命令が出しにくい」を挙げて

て全てを届出対象とした上で、「高さ１０ｍ以下の いる団体が、平成２１年８月１日時点調査では１１０

建築物は、色彩のみ届出を行うこと」としている 団体(景観計画策定済み団体１８８団体の５８.５％）、

山梨県山中湖村のような例もある。 平成２２年７月１日時点調査では１５３団体(景観計画

なお、常滑市、三田市、宇部市、松山市、今治 策定済み団体２４３団体の６３.０％）、平成２３年９月

市、大州市、別府市、豊後高田市、由布市、日南 １日時点調査では１９４団体(景観計画策定済み団体

市のように市域内の一部分を景観計画区域として ３０７団体の６３.２％）となっており、最高裁判決の

いる例も、もちろんある。※６記載の調査によれ 判旨を知ってか知らずか、客観的な基準の必要性

ば、景観計画の対象区域を当該自治体の行政区域 を感じている自治体職員が多いことが明らかであ

全域としていないのは、２６団体となっている。 る。なお、後２調査とも、１年度間における（ａ）勧

※９ 景観が地域ごとに異なるものであること、その 告又は変更命令を行うことを検討した件数、（ｂ）勧

志向する方向も地域住民の総意に基づき多様であ 告又は変更命令を行った件数、（ｃ）勧告又は変更命

ってよいもののはずであること、それを基に景観 令に至らなかった理由(件数）の調査も行われてい

計画に志向する景観形成の方向が示されること、 るが、（ａ）－（ｂ）の件数と、（ｃ）の件数が極端に異な

それに基づいて計画期間内の行為の制限の内容(景 るため、ここでは採用しない。

観形成基準）が定められ、定性的であれ定量的で ※１０ 景観行政事務とは、景観法第８条から第５４条

あれ具体的に計画で示されること、それに対して まで、第８１条から第９６条までの規定に定められて
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いる地方自治体が行う事務を指す（景観法第７条 っても、読み手となる住民、事業者にとって分か

第１項）。 り易いように、また柔軟に基準が計画に定められ

※１１ 各景観計画で、ここが「景観計画区域」である るものと考えられる。もとより、だからこそ、曖

と明示される。 昧さのない文、正確な文章で、計画を策定するこ

※１２ 特定届出対象行為は、２②ロ（１）（２）の行為の とが重要であろう。

範囲内のものに限られる。 ※１６ 市町村が主であることは、例えば平成１６年５

※１３ 景観法では、例えば都市計画区域内でなくては 月１１日衆議員国土交通委員会での国土交通省都市

ならないといったような特定の法に根拠を置く区 ・地域整備局長答弁「今後の景観行政は、最も住

域に依拠しなければならないこともなく、都市的 民に近い基礎的自治体でございます市町村が担っ

地域、農産漁村地域、自然的地域のいずこでも区 ていくべきものと考えております（中略）その他

域指定が可能となっている。法第８条第１項に景 の市町村については、手を挙げれば、知事の同意

観計画区域を指定できる地域の要件が規定されて を得て景観行政団体となることができます。また、

いるが、「市街地又は集落を形成している地域及び 同意の基準としては、よほどのことがない限りは、

これと一体となって景観を形成している地域」で 手を挙げた市町村は知事は同意すると考えており

あれば、同項第１号の「現にある良好な景観を保 まして、この考え方について技術的な助言等で明

全する」地域、同項第２号の「現在は必ずしも良 らかにしていきたいと考えております。」、景観法

好な景観ではないが､今後良好な景観を形成してい 運用指針Ⅳ１（１）の「良好な景観の形成は、居住環

く」地域、同項第５号の「今後、不良な景観が形 境の向上等住民の生活に密接に関係する課題であ

成されるおそれがある」地域は設定することが可 ること、地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導

能であり、非常に広い範囲で、大きくも小さくも 方策が有効であることから、基礎的自治体である

景観計画区域を設定できる。もちろん景観計画区 市町村が中心的な役割を担うことが望ましい。」か

域について、一定の面積制限があるわけではない。 ら明らかであろう。また景観計画を策定している

区域設定の制限が緩やかで、４イ、ロ（１）に示した のが２０都道府県と半数以下となっていることにも、

とおり、いずれの市区町村も景観行政団体になれ 暗々裏に示されていると言えるかもしれない。

ることから、景観計画区域の設定の自由度は極め ※１７ 例えば、エネルギーの使用の合理化に関する法

て高い。行政区域全域を景観計画区域と設定して 律(いわゆる省エネ法）や、高齢者・身体障害者等

いる市区町村が大半だが、その上で、景観計画区 が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関

域を様々やり方で区分し、届出制度を活用してい する法律（廃止法令、いわゆるハートビル法）で

る。 は、省エネの基準やバリアフリーの基準（あくま

※１４ ４②で見たとおり、対象行為の大枠は法令で定 でも事業主、建築主の判断基準としての基準であ

められているが、条例によって、付加、除外する るが）は、地域的に詳細に変化させる必要がない

ことができる。その付加、除外についても、１景 性格のものであることは容易に理解ができ、故に、

観計画区域に共通でなければならないわけではな 基準や対象を、自治体に主体的に定めさせる構成

く、上記※１３で述べた景観計画区域を様々なやり をとる必要性、必然性がない。また建築確認事務

方で区分した、その区分ごとに、付加、除外を変 は、従来より、市町村の建築主事が行い、建築主

更することも可能である。 事を置かない地域について、都道府県に置かれる

※１５ 条例という法文形式で規定することとした場合 建築主事が行うこととされていたが、防火基準等

であっても、練達の士によれば自由度は高いのか の建築物のいわゆる単体規程の規制は、基準自体

もしれないが、やはり条例、規則故の「この限り は国が定める(仕様規定であれ、性能規定であれ）、

でない、などの法文特有の言い回しを用いる」「曖 用途規制、建蔽率、容積率などの集団規程の規定

昧さのある用語、多義的な用語は使用しにくい。 は、都市計画で定められる法令で定められた枠内

従って口語的用語は法令用語による定義規定なし での数値の範囲内か否かをチェックするものとな

には使用しがたい」「同一内容を場合を変えて使う っており、市町村が主となって行政事務を行うが

場合には、準用規定を用いる」「図を多用しにくい」 故にその基準等を主体的に定め得るということに

「同一のことを２度書きすることはしない」等の はならない。もちろん、建築基準法４０条、４１条、

制約があるものと考える。条例、規則にではなく、 ４３条、４３条の２、４９条、５０条、６８条の９等、条

計画に記述する場合には、このような制約から解 例で規定できる部分があるが、景観法の届出制度

放されることから、書き手となる地方公務員にと に関する自由度に比肩するものとは思えない。防
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火対策、公害対策、省エネ対策、バリアフリー対 する色で最も鮮やかである山や里山等の緑の色彩

策同様、良い景観を創出する、維持することが全 である彩度６を超えていました。これら色彩調査

国的課題であるにも関わらず、また全国的課題で の結果から，市全域で多く使用されている色彩を

あるが故に条例ではなく国の法律という法形式で 基準として，良好な景観形成になじまない色彩を

規律が設定されたにも関わらず、国で一律の基準 できるだけ排除する，必要最低限のルールを数値

を設定しない制度設計を行ったのは、「景観」とい 化することとします。…」、松江市の宍道湖景観形

うものが極めて地域性が高い、誤解を恐れずに言 成区域（水際景観ゾーン）では「…緑豊かな親水

えば均一でない方が望ましい、多様であることが 空間の形成を目指しており、敷地内の緑と調和す

望ましいため、国で一律の基準を策定することが る色彩を使用する。対岸からの眺望では、緑に溶

極めて不合理である(不可能ではなく）ことに由来 け込む印象が相応しく、樹木の緑に馴染んで調和

するものだと考える。因みに、届出、勧告、変更 する色彩としては、岩石・土・砂などや幹の色彩

命令等といった制度が緩やかなものだからという であるため、メインカラー・サブカラーはそれら

理屈は成り立たないのではないかと考えている。 を表現する狭い範囲で定める。…」、同区域の築地

景観法１７条１項の変更命令等に従わなかった場合 松散居住宅ゾーンでは「…田園と空の広がる明る

には、即座に罰則が課せられるわけではないが、 い景観が特徴で、田と築地松との色彩は、類似的

同条５項には、原状回復又は原状回復が著しく困 な色合いでありながら明快な明度コントラストに

難な場合のそれに代わるべき措置の命令が規定さ より、統一感とともに変化が感じられる美しい配

れており、当該命令に違反した場合には、法１００ 色となっている。そうした調和の取れた景観の中

条により、懲役１年以下の罰則も課し得るものだ に築地松より暗い色彩の人工構造物があると、よ

からである。 り強いコントラストが生じてバランスが壊れてし

※１９ 筆者が景観計画の参考に示されているカラーチ まうう。そこで、他の稲穂と築地松のコントラス

ャートを各ＨＰ上で見た感覚では、彩度が２以下 トを活かすため、メインカラーとしては、築地松

であると、青みがかった白、灰色といった感じで、 より暗い色彩や築地松に類似した明度の色域を避

「青」というよりは､「白、灰色」ではないかとの けた狭い範囲で定める。…」、湖畔田園ゾーンでは、

印象を受ける。また、明度が２以下の場合には、 「…明るく広がりのある景観の中で、遠景の山や

黒又は濃い灰色が、少し青っぽいという感じで、 田園の色彩が柔らかな印象を与えている。このよ

こちらも「青」という感じにはならないのではな うな印象を壊さないためには、同様の印象を与え

いかと思われる。もちろんＨＰ上での発色は正確 る色彩を使用するようにし、極端に明るい色や暗

なものではないし、大面積に使われた場合の印象 い色は避ける…」といった理由が付されている。

はまた別のものかもしれない。 例えば、白砂青松の地域を想像した場合に、青

※２０ 秩父市の場合は､明度９以上で、５Ｂに限らず、 松を背景の主要イメージすると、自然素材の木材

他の色相についても彩度を自由にしているが、ほ を用いたどちらかと言えば暖色系の建築物の方が

ぼ白に近いことからであると思える。 風景に調和するのではないかと思えるが、白砂を

※２１ 本稿は、各基準の優劣、適否を論じたり、暗に 背景の主要イメージするならば、例えば漆喰の白

想起させようとするものではない。そもそもその 壁を基調とするような明るい建築物、あるいは地

地域での建築行為が自然に任せてどの程度の広が 中海沿岸の南欧の白い家並みも風景に調和すると

りの中で行われるのが通常なのか、建築行為が活 言えよう。その意味からすれば、ある特定の色相

発か否か、市街地なのか、別荘地なのかなど、多 や、明度が適当、不適当なのではなく、一定の範

様な条件の下で、各自治体が住民の景観に対する 囲内に留まっている、違いはあるものの全体とし

意識の高まりも踏まえて、現段階で策定している ては、外壁等は△△系～○○系の色相の中の明度

景観計画の内容であることが、尊重されるべきで や彩度が□～◇に収まっている、また屋根は勾配

ある。何故、色彩基準をそのように定めたのかに 屋根で云々…と、一定の対比がありつつも共通の

ついて、例えば高松市の景観計画区域については 規則性があることが景観形成の基本ではないかと

「…既存建築物の色彩調査を実施した結果，多く 考える。その上で、例えば欧米のように街の中心

の建築物は，暖かく落ち着いた自然色になじむ色 にそびえ立つ教会が特別な色をしていたり、特段

相（Ｙ・ＹＲ・Ｒ系）を基調としていました。 また，周 に目立つ装飾がなされていても、シンボル的建築

囲と調和していない色彩の多くは，自然界に存在 物、象徴的建築物として、極端な違和感を抱かな
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い人も多いのではなかろうか。景観計画での個々 市、茨木市、寝屋川市（東寝屋川駅駅前広場周辺地

の記載ぶりについては、(一財)土地総合研究所の 区など）、箕面市、姫路市（都市景観形成地区など）、

ＨＰに資料編として掲載してあるので、関心のあ 西宮市、伊丹市、宝塚市、三田市(ワシントン村街区）、

る方は参照されたい。 奈良市、松江市(水際景観ゾーンなど）、岡山市、倉敷

※２２ 札幌市、草加市、豊田市(足助景観重点地区： 市(工業系市街地）、三次市、宇部市、大州市、伊予市

無彩色）、石岡市（朝日地区） (灘町・湊町重点地区）、内子町(景観計画重点区域）、

※２３ 目黒区（山手通り沿道など）、板橋区（板橋崖線軸 北九州市(臨海部産業景観形成誘導地域）、福岡市

地区など）、川崎市(景観計画特定地区）、藤沢市、尼 （御供所地区）、柳川市、長崎市、平戸市（生月島南部

崎市(中高層住居景観、商業・業務景観など）、三田 ・平戸島西海岸地区など）、天草市(ウォーターフロント

市、奈良市（まちなか景観形成地区の明度３以上４未 ゾーン）、別府市（明礬温泉地区など）、宮崎市（大淀

満の４.５Ｒ～５.５Ｒ、４.５ＰＢ～５.５ＰＢ）、福岡市(一般市 川地区など）、日向市、那覇市、うるま市、読谷村、本

街地ゾーン等）、柳川市 部町、埼玉県（関越道以東の用途地域非指定地域）、

※２４ 伊勢崎市(境島村景観重点区域）、板倉町、甘楽 東京都、滋賀県、京都府、熊本県(南阿蘇景観形成地

町、所沢市、戸田市、柏市、市川市、松戸市、浦安市、 域など）

港区、新宿区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目 ※２６ 黒松内町(指定の色）、長沼町（馬追丘陵区域）、

黒区、世田谷区、渋谷区、杉並区、荒川区、板橋区、 米沢市(景観形成重点地区）、八潮市(北部地域）、板

足立区、江戸川区、八王子市、立川市、府中市、町田 橋区（板橋崖線軸地区の１２ｍ未満の高さなど）、秦野

市、横浜市(関内地区）、藤沢市、上越市、多治見市、 市（市街化調整区域）、海老名市（市街化調整区域）、

静岡市、亀山市、岸和田市、奈良市、生駒市、桜井市 南足柄市(田園・里山景観ゾーンなど）、大磯町（景観

（ただし工業系地域は別）、斑鳩町、長崎市、新上五島 形成重点地区－丘陵側－）、湯河原町（温泉場地区）、

町、大分市、日向市、日南市、東京都(臨海景観基本 高山市(城下町区域など）、多治見市、半田市(半田

軸など） 運河周辺地区）、亀山市（百六里庭-関宿眺望景観重

※２５ 小樽市（ただし２未満）、黒松内町(指定の色）、水戸 点地区）、大津市、彦根市(田園集落ゾーンなど）、

市、守谷市（景観形成重点地区）、土浦市（霞ヶ浦湖畔 吹田市（佐竹台１丁目地区など）、箕面市(山すそ景観

地区など）、石岡市、宇都宮市（宇都宮駅東口地区な 保全地区など）、神戸市（眺望景観形成区域ⅰ）、篠

ど）、太田市（田園景観など）、甘楽町、所沢市、志木 山市(河原町伝統景観修景ゾーンなど）、橿原市(遠望

市（河川景観形成区域）、和光市(農業系など）、八潮 景観保全エリアなど）、生駒市(幹線道路沿重点景観

市、三郷市、市川市、我孫子市(手賀沼ふれあいライン 形成区域など）、斑鳩町(田園景観区域など）、松江

地区）、浦安市（新浦安駅周辺区域など）、港区、新宿 市(水際景観ゾーン）、三次市、今治市、八女市(山あ

区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、世田 い）、奈良県(自然系地域など）、福岡県（矢部川流域

谷区、渋谷区、杉並区、荒川区、板橋区、練馬区、足 など）

立区、江戸川区、八王子市、立川市、府中市、町田 ※２７ 黒松内町(指定の色）、米沢市(景観形成重点地

市、川崎市(景観計画特定地区）、横浜市(景観推進地 区）、宇都宮市(白沢地区）、富岡市（歴史的文化的

区）、横須賀市（見晴らしの丘地区）、鎌倉市（鎌倉芸 景観保全ゾーン）、甘楽町、市原市(景観形成重点

術館周辺地区）、藤沢市（ただし工業系建築物を除 地区）、横須賀市(見晴らしの丘地区）、小田原市(小

く）、茅ヶ崎市（商業街区の景観重要道路に面した建築 田原城周辺地区など）、逗子市（歴史的景観保全地

物の１階部分など）、逗子市（逗子駅周辺地区など）、 区）、湯河原町（温泉場地区）、茅野市、高山市(城下

秦野市（市街化調整区域）、厚木市、海老名市（市街 町区域など）、豊田市(足助景観重点地区）、彦根市、

化調整区域など）、、大磯町（ただし有彩色）、山中湖 吹田市（山田駅周辺地区など）、箕面市(都市景観形

村、茅野市、七尾市(特別地域）、輪島市(特別地域）、 成地区）、篠山市(河原町伝統景観修景ゾーンなど）、

小松市(特別地域）、白山市(特別地域）、加賀市(景観 橿原市(自然風致保全エリア）、宇部市(シンボルロ

形成地域）、高山市(城下町区域など）、大垣市、可児 ード沿道地区など）、長崎市(東山手・南山手地区な

市(２未満が不可）、郡上市(２未満が不可）、浜松市(２未満 ど）、天草市(﨑津・今富区域）、京都府(俯瞰景観

が不可）、沼津市(景観形成重点地区、２未満が不可）、熱 重点ゾーン）、熊本県(南阿蘇景観形成地域）

海市(東海岸町地区）、三島市、掛川市、福井市、大津 ※２８ 札幌市（｢札幌の景観色７０色｣の７.５Ｒ３.０/８.０）、

市、彦根市(市街地景観ゾーンなど）、草津市、守山 黒松内町（農業用建築物）、上富良野町、八戸市、

市、野洲市、東近江市、宇治市(白川集落地区など）、 北上市、下仁田町、川口市（商業地域の店舗）、

長岡京市（有彩色で）、堺市、豊中市、岸和田市、吹田 柏市（明度０～４.９の３.７５ＹＲ～１.２４Ｙのとき等）、
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市川市(商業系用途地域の０．１Ｙ～５Ｙで明度３．５以 挙げており、行政事務量は、景観行政の進展の大

上６．０未満のとき等）、海老名市（海老名駅東口地区 きな鍵であることが分かる。

のＲ～Ｙのとき、新発田市、上越市（明度５未満の３. ※３３ １つの試みであるが、静岡市の重点地区(日の

７５ＹＲ～１.２４Ｙのとき等）、高山市(中心商業区域）、 出地区）では、明度、彩度が高い１０Ｂ７／８(非常に

大垣市、可児市（Ｒ～Ｙのとき）、静岡市(日の出地区）、 明るい薄めの青の色調との印象)又はＮ９．５（ほとん

長浜市(琵琶湖沿岸区域の０.１Ｒ～１０Ｙのとき等）、宇 ど白の印象）を、「清水港を代表する色彩」と位置

治市（宇治橋東詰地区の２.５Ｒ～７.５Ｙのとき等）、早 づけ、外壁等の一部に用いるよう勧めている。

島町(５Ｒ～２.４Ｙで）、大州市(親しみのある都市景観 ※３４ 景観シミュレーション技術については、国土交

創造区域のＹＲ等）、中土佐町、津野町、熊本市（特 通省の「景観情報技術の活用の手引き」（http://ww

定施設届出地区）、出水市 w.mlit.go.jp/crd/townscape/gijutsu_katsuyou/index.ht

※２９ 黒松内町(農業用建築物）、中之条町、下仁田町、 m）がある。

安曇野市、新発田市、宇治市（世界遺産背景地地区 ※３５ 自然素材として挙げられているものの例として

の２.５ＹＲ～１０ＹＲで）、豊岡市（江原駅東地区）、篠 は、木材、竹、石材、土、漆喰、べんがら、自然

山市(上立杭地区の５Ｒ～５Ｙで）、松江市（景観形成 素材と同等のものとして瓦、レンガ、金属材、ガ

区域の７.６Ｒ～１０Ｒで）、萩市（川内地区の色相Ｇ、明 ラスが挙げられている。また、｢着色されていない｣

度３以下、土原新川線沿線地区の一部地区の色相Ｙ ｢彩色されていない｣といった修飾語が付されてい

Ｒ、明度５.５～７の場合など）、四万十市、熊本県(南阿 る例が多いが、原料段階で顔料などを混入して成

蘇景観形成地域） 形した建築材料はどうなのかといった定義の曖昧

※３０ 例えば道路上に、チョークやクレヨンで子供が さが残っているように思われる。

描いたようなものならいざしらず、容易なことで

は消し去れぬラッカースプレーなどでの「落書き」

は、懲役９月、執行猶予３年の判決（平成１９年９ ［ しみず じょうじ ］
月１１日広島高等裁判所第１部判決（平成１９（う）７７ ［(一財）土地総合研究所］
号））、懲役１年２月、執行猶予３年の判決（平成１

６年２月１２日東京地方裁判所刑事第１１部判決（平

成１５刑（わ）１４１０号）、平成１６年９月３日東京高等

裁判所判決（平成１６（う）６４６号）、平成１８年１月１

７日最高裁判所第三小法廷決定（平成１６（あ）２１５４

号））も宣告される刑法第２６０条前段(建造物等損

壊）、第２６１条(器物損壊）に該当する「犯罪」で

ある。

※３１ 景観行政団体である市町村の景観計画におい

て、重点地区等様々な名称を付されているが、一

定の拠点エリアを特定して、当該特定エリアの景

観の形成、保全を図ることとしている例が多い。

このような拠点エリアの場合には、※８で例示し

たように、ほとんどの建築行為を捕捉することと

しているものが大勢を占めている。景観計画区域

として、行政区域全域が景観形成上、適当である

との判断を、自治体が下している以上、住民の意

識の高まりに応じて、届出対象が徐々に拡大して

いくことが、理の当然、時代の趨勢となるのでは

ないかと考えている。

※３２ ※６記載の調査によれば、平成２３年９月１日

時点で、景観行政団体となる意向のない自治体は８

６６団体、その理由(複数回答可）のうち、４０．９％

が「職員等の必要な体制を確保できないため」を

土地総合研究 2014年冬号


